
 

 

 

 

 

令和   年   月   日 

  相馬市長 様 

義援金配分申請書 
 

 私は、令和４年３月福島県沖地震の影響により、次の事項に該当しますので、義援金の配分を申請します。なお、義援金

配分事務のため、私の罹災証明書、災害見舞金、住民情報等の個人情報を利用することを承認します。 

該当する区分に〇を記入 申請できる方 義援金額 
記載が 

必要な欄 

申 

請 

区 

分 

 （1） 死亡者・行方不明者 

直系の遺族 

（配偶者、子、父母、 

孫及び祖父母） 

1人当たり 

64,600円 
１、３、４ 

 
（2）重傷者（全治 1 カ月以上の負傷をした事実

が、医療機関の診断書等により証明された者） 
本人 

1人当たり 

32,300円 
１、３、４ 

 
（３） 令和４年３月福島県沖地震により、住

家が全壊した世帯 

住家に居住していた 

世帯の者 

（原則、世帯主） 

1世帯当たり 

64,600円  
２、３、４ 

 

（４）令和４年３月福島県沖地震により、住家

が半壊（大規模半壊、中規模半壊を含む）

した世帯 

住家に居住していた 

世帯の者 

（原則、世帯主） 

1世帯当たり 

32,300円  
２、３、４ 

・申請の内容は、各市町村にて確認し、認定いたします。申請しても、必ず配分となるとは限りません。 

・複数に該当する場合には、該当する箇所全てに「○」を付けてください。 

・人的被害（（１））と住家被害（（２）、（３））は、重複しての支給が可能です。 

 

１ 死亡者・行方不明者、重傷者（（１）、（２）関係） 

区分 フリガナ  
申請者 

との続柄 
左の者の生年月日 

死亡 
行方不明 
・ 
重傷者 

氏 名   

明・大 

昭・平 

令 

  年   月   日 

区分 フリガナ  
申請者 

との続柄 
左の者の生年月日 

死亡 
行方不明 
・ 
重傷者 

氏 名   

明・大 

昭・平 

令 

  年   月   日 

区分 フリガナ  
申請者 

との続柄 
左の者の生年月日 

死亡 
行方不明 
・ 
重傷者 

氏 名   

明・大 

昭・平 

令 

  年   月   日 

・死亡者、行方不明者の義援金を申請できるのは、原則として直系の遺族（配偶者、子、父母、孫及び祖父母）となります。 

・死亡者・行方不明者と申請者の住所が異なる場合、氏名欄に死亡者・行方不明者の住所も記載ください。 

・記載欄が不足する場合は、もう一枚記入して提出してください。  

市 

受付印 



２ 住家被害【被害のあった建物の所在地（場所）】（３）、（４）関係 

福島県沖地震災害時点の

住居の所在地 

  

 

フ リ ガ ナ   
申請者 

との続柄 
左の者の生年月日 

世 帯 主 名 
福島県沖地震災害時点 

の当該住居の世帯主 

  

明・大 

昭・平 

令 

  年  月  日 

※住家被害義援金を申請できるのは、その住家に居住していた世帯の方（原則、世帯主）となります。 

 

３ 申請者（申請できる方は、表面の申請区分欄に記載のとおりです。） 

申請時の住所 

（避難所名） 

〒  

 

フ リ ガ ナ  左の者の生年月日 

申請者氏名  

明・大 

昭・平 

令 

  年  月  日 

電話番号  

 

４ 義援金振込（配分）先の口座（申請者名義の口座） 

令和 4 年 3 月福島県沖地震災害に係る「相馬市災害見舞

金」の受給口座と同じ口座を振込先に希望しますか。 

 

 1希望する （以下記入不要
．．
） 

※５添付書類は提出不要です。 

 

２希望しない（以下記入必須
．．
） 

※５添付書類も必要です。 

※相馬市災害見舞金の未受給者はこち

らを選択してください。 

金融機関名   銀行・農協・金庫・組合 

支 店 名   本店・支店・出張所 

預 金 種 別 １普通 ・ ２当座 口 座 番 号  

フ リ ガ ナ  

口座名義人  

 

５ ４で「２希望しない」を選択した方の添付書類（必須） 

  ① （住家が全壊、半壊した世帯の場合）罹災証明書の写し 

② 預金通帳またはキャッシュカードの写し 

③ （重傷者の場合）医療機関の診断書等 
※４で「１希望する」を選択した方は、①、②の添付は不要ですが、災害見舞金受給後に「氏名変更」があった場合は名義

変更後の「預金通帳またはキャッシュカードの写し」のみ添付してください。 
※相馬市災害見舞金受給後に受給者が亡くなっている場合は、表面の申請区分欄より申請できる方をご確認ください。 


